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北九州市公告第４２号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「政令」という。）第４条に規定する特定調達契約に

つき、随意契約の相手方を決定したので、北九州市物品等又は特定役務の調達

手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の

規定により次のとおり公告する。 

令和３年１月２７日 

                北九州市長 北 橋 健 治 

１ 特定役務の名称及び数量 

税制改正対応等に伴う税務関係システム改修業務 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

北九州市財政局税務部税制課 

北九州市小倉北区城内１番１号 

３ 契約の相手方を決定した日 

令和２年１２月２８日 

４ 契約の相手方の名称及び住所 

株式会社アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 

熊本市中央区九品寺一丁目５番１１号 

５ 契約金額 

９，６１９万７，２００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約の理由 

政令第１１条第１項第２号に該当するため 
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工事名 北九州小竹線道路改築工事（２－２）
工事場所 北九州市八幡東区豊町
工事内容 工事延長（車道拡幅長）　７２メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和３年１１月３０日まで
予定価格 １億９０５万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用する。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２７年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものも含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和元年度又は令和２年度
  に発注した予定価格（注５）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
  体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
　　協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和３年１月２５日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員
　を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注９）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年３月９日　午前９時
最低制限価格 設けない。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

９　その他

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治　　　

（１）　令和３年２月１８日及び同月１９日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年２月２２日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和３年２月１日まで（注９）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年２月２日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

８　入札の無
　効

北九州市公告第４３号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和３年１月２７日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時
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注６　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
一時中止をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
第２５条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規
定する協議をいう。
注９　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注５　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。
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工事名 折尾東西線道路改築工事（２－２）
工事場所 北九州市八幡西区北鷹見町ほか
工事内容 工事延長　１８７メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和３年９月３０日まで
予定価格 ３，０３１万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ｂ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所（注３）が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内に
あること。

実績

平成２７年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものも含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和元年度又は令和２年度
  に発注した予定価格（注５）２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
  体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
　　協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和３年１月２５日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員
  を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注９）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年２月２４日 午前９時１０分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和３年２月１８日及び同月１９日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年２月２２日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和３年２月１日まで（注９）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年２月２日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

８　入札の無
　効

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

北九州市公告第４４号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和３年１月２７日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
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注６　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
　一時中止をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２５条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規
　定する協議をいう。
注９　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

９　その他

　規定する有資格業者名簿をいう。

　）とする。
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注５　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
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工事名 響灘東地区基地港湾地盤改良工事（２－３）
工事場所 北九州市若松区響町二丁目
工事内容 掘削　９，２１６立方メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和４年１月３１日まで
予定価格 １億５，２４６万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 港湾工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ

指数
令和元・２年度北九州市建設工事入札参加資格審査申請の際に提出した経営規模等評価結果通
知書総合評定値通知書の「建設工事の種類」「土木一式」の「総合評定値（Ｐ）」が１，２０
０点未満であること。

許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２７年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
港湾工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものも含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和元年度又は令和２年度
  に発注した予定価格（注５）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
  の港湾工事又はしゅんせつ工事を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。た
　だし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した港湾工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
　　協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の港湾工事又はしゅんせつ工事で令和３年１月２５日から本件開札日までの間に開札する
　ものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注９）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年２月２４日　午前９時１５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　令和３年２月１８日及び同月１９日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年２月２２日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和３年２月１日まで（注９）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年２月２日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

９　その他

北九州市公告第４５号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和３年１月２７日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関
　する条件

８　入札の無
　効
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注６　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
　一時中止をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２５条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規
　定する協議をいう。
注９　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注５　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

　）とする。
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

9



北九州市公告第４６号 

  一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する

北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」とい

う。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    令和３年１月２７日 

                                  北九州市長 北  橋  健  治   

１  調達内容 

（１） 購入品目 再生紙 

（２） 入札案件名及び予定数量 

 ア 市内事業所配送分 

（ア） 再生紙Ａ４ ２８，３００箱 

（イ） 再生紙Ａ３ ２，０９０箱 

（ウ） 再生紙Ｂ４ １００箱 

  イ 学校配送分 

（ア） 再生紙Ａ４ ２２，５００箱 

（イ） 再生紙Ａ３ ２，２００箱 

（ウ） 再生紙Ｂ４ ９，０００箱 

（３） 購入物品の特質等  仕様書に定めるとおり 

（４） 契約期間  令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

（５） 納入場所  市の指示する場所 

（６） 入札方法  第２号ア及びイの入札案件ごとに、予定数量に１箱当た

りの単価を掛けた総価により行う。ただし、契約は、落札金額の１箱当た

りの価格による単価契約とする。入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１

０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１

００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金

額とする。

（７） 電子入札案件  この公告に係る入札は、原則として電子入札システ 

 ムにより行う。 

２  電子入札に関する事項 
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（１） この公告に係る入札は、競争参加資格確認申請書（添付資料を除く 

。）の提出、競争参加資格確認通知書の発行、入札書（内訳書を含む。） 

の提出、開札、落札者の決定、落札通知書の発行等を電子入札システムに 

より行う。ただし、電子入札により難い場合は、事前に発注者の承諾を得

て、北九州市電子入札運用基準（以下「運用基準」という。）第１章１－

２（２）に規定するサブシステム又は紙入札により行うことができるもの

とする。 

（２） 電子入札による手続開始後に、紙入札への途中変更は行わないもの

とする。ただし、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注

者の承諾を得て紙入札に変更できるものとする。 

（３） その他電子入札に係る運用については、北九州市電子入札実施要領

、運用基準及び電子入札心得（一般・物品）によるものとする。 

３  競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規 

定に該当しない者であること。 

（２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す 

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

（３） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

４  競争入札参加資格審査の申請 

  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載 

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和３年

２月１６日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日（以下「日曜日等」という。）を除く。）

に競争入札参加資格審査申請を行わなければならない。 

５  入札手続等 

（１） 契約条項を示す場所及び日時 

ア  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

              北九州市技術監理局契約部契約課 

イ  日時  この公告の日から令和３年３月１０日まで（日曜日等を除く。

）の毎日午前９時から午後４時３０分まで 

（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 

北九州市技術監理局契約部のホームページからダウンロードする方法に
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より交付する。ただし、これにより難い場合は、前号アの場所において無

償で交付する。 

  北九州市技術監理局契約部のホームページ 

  http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

（３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

（４） 競争参加資格確認申請書の提出期間及び提出場所   

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認

申請書を電子入札システムにより、同申請書の添付資料を紙媒体により提

出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。ただし、発注者の承

諾を得て当初から紙入札により参加する場合は、同申請書及び同申請書の

添付資料を紙媒体により提出し、競争参加資格の確認を受けなければなら

ない。 

    ア  電子入札システムによる提出期間 

この公告の日から令和３年２月１６日まで（日曜日等を除く。）の毎

日午前９時から午後４時３０分まで 

    イ  紙入札により参加する場合及び電子入札システムにより参加する場合 

   の紙媒体の提出 

   （ア） 提出期間 

この公告の日から令和３年２月１６日まで（日曜日等を除く。）の

毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時３

０分まで 

   （イ） 提出場所 

          第１号アの場所 

   （ウ） 提出方法 

          持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。 

（５） 入札書の提出期限及び提出場所 

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承

諾を得た場合は、紙媒体により郵送（書留郵便に限る。）すること。 

    ア  電子入札による入札書受付期間 

令和３年２月２４日から同年３月９日まで（日曜日及び土曜日を除く 

。）の毎日午前９時から午後４時３０分まで及び同月１０日午前９時か 

ら午後２時まで 

    イ  郵送による入札書の提出期限 

        第１号アの場所に令和３年３月９日午後５時までに必着のこと。 

（６） 開札の場所及び日時 
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    ア  場所  第１号アの場所 

    イ  日時  令和３年３月１０日午後２時１０分 

６ 契約の締結 

  この契約の締結については、落札の決定があっても、この契約に係る予算 

 が成立しない場合は、行わない。この場合において、市は、契約を行わない 

ことによる補償は、行わない。 

７  その他   

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

    ア  言語  日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ  契約保証金  契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上 

。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当 

する場合は、免除する。 

（３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

    イ  申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

    エ  北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

（４） 落札者の決定方法  契約規則第１３条第１項の規定により定められ 

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者 

とする。 

（５） 契約書作成の要否  要 

（６） 契約書作成に要する費用（収入印紙等）は、全て落札者の負担とす

る。 

（７） この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの 

である。 

（８） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

地等 

      北九州市技術監理局契約部契約課 

      〒８０３－８５０１  北九州市小倉北区城内１番１号 

      電話  ０９３－５８２－２０１７ 
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８   Summary  

（１）   Product and Quantity  

Recycled Paper  

Forecasted Quantity:  

   ａ Recycled Paper (For Office)  

  28,300 cases of A4 recycled paper, 2,090 cases of A3 recycled   

paper, 100 cases of B4 recycled paper                         

b  Recycled Paper (For School)  

  22,500 cases of A4 recycled paper, 2,200 cases of A3 recycled   

paper, 9,000 cases of B4 recycled paper        

（２） Deadline for the submission of tender  

For tenders via the electronic bidding system:    

2:00p.m., March 10, 2021     

For tenders submitted by mail:    

5:00p.m., March 9, 2021          

（３）   For further information, please contact: Contracts Division,  

Contracts Department, Engineering Supervision Bureau, City of  

Kitakyushu  
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北九州市公告第４７号 

 一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する

北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」とい

う。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和３年１月２７日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 調達内容 

（１） 購入品目及び予定数量 

児童生徒用机及び椅子  一式（机３，０００台及び椅子３，０００脚） 

（２） 購入物品の特質等 仕様書に定めるとおり 

（３） 契約期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

（４） 納入場所 市の指示する場所 

（５） 入札方法 予定数量に１台及び１脚当たりの単価を掛けた総価によ

り行う。ただし、契約は、落札金額の１台及び１脚当たりの価格による単

価契約とする。入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者である

か免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相

当する金額を入札書に記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１

００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金

額とする。

（６） 電子入札案件 この公告に係る入札は、原則として電子入札システ

ムにより行う。 

２ 電子入札に関する事項 

（１） この公告に係る入札は、競争参加資格確認申請書（添付資料を除く

。）の提出、競争参加資格確認通知書の発行、入札書（内訳書を含む。）

の提出、開札、落札者の決定、落札通知書の発行等を電子入札システムに

より行う。ただし、電子入札により難い場合は、事前に発注者の承諾を得

て、北九州市電子入札運用基準（以下「運用基準」という。）第１章１－

２（２）に規定するサブシステム又は紙入札により行うことができるもの

とする。 

（２） 電子入札による手続開始後に、紙入札への途中変更は行わないもの
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とする。ただし、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注

者の承諾を得て紙入札に変更できるものとする。 

（３） その他電子入札に係る運用については、北九州市電子入札実施要領

、運用基準及び電子入札心得（一般・物品）によるものとする。 

３ 競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

（２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

（３） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

４ 競争入札参加資格審査の申請 

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和３年

２月１６日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日（以下「日曜日等」という。）を除く。）

に競争入札参加資格審査申請を行わなければならない。 

５ 入札手続等 

（１） 契約条項を示す場所及び日時 

ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

   北九州市技術監理局契約部契約課 

イ 日時 公告の日から令和３年３月１０日まで（日曜日等を除く。）の

毎日午前９時から午後４時３０分まで 

（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 

 北九州市技術監理局契約部のホームページからダウンロードする方法に

より交付する。ただし、これにより難い場合は、前号アの場所において無

償で交付する。 

北九州市技術監理局契約部のホームページ 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html 

（３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

（４） 競争参加資格確認申請書の提出期間及び提出場所 

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認

申請書を電子入札システムにより、同申請書の添付資料を紙媒体により提
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出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。ただし、発注者の承

諾を得て当初から紙入札により参加する場合は、同申請書及び同申請書の

添付資料を紙媒体により提出し、競争参加資格の確認を受けなければなら

ない。 

ア 電子入札システムによる提出期間 

この公告の日から令和３年２月１６日まで（日曜日等を除く。）の毎

日午前９時から午後４時３０分まで 

イ 紙入札により参加する場合及び電子入札システムにより参加する場合

の紙媒体の提出 

（ア） 提出期間 

この公告の日から令和３年２月１６日まで（日曜日等を除く。）の

毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時３

０分まで 

（イ） 提出場所 

第１号アの場所 

（ウ） 提出方法 

持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。 

（５） 入札書の提出期限及び提出場所 

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承

諾を得た場合は、紙媒体により郵送（書留郵便に限る。）すること。 

ア 電子入札による入札書受付期間 

令和３年２月２４日から同年３月９日まで（日曜日及び土曜日を除く

。）の毎日午前９時から午後４時３０分まで及び同月１０日午前９時か

ら午後２時まで 

イ 郵送による入札書の提出期限 

第１号アの場所に令和３年３月９日午後５時までに必着のこと。 

（６） 開札の場所及び日時 

ア 場所 第１号アの場所 

イ 日時 令和３年３月１０日午後２時１０分 

６ 契約の締結 

この契約の締結については、落札の決定があっても、この契約に係る予算

が成立しない場合は、行わない。この場合において、市は、契約を行わない

ことによる補償は、行わない。 

７ その他 

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 
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ア 言語 日本語 

イ 通貨 日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

イ 契約保証金 契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上

。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当

する場合は、免除する。 

（３） 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

エ 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

（４） 落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

（５） 契約書作成の要否 要 

（６） 契約書作成に要する費用（収入印紙等）は、全て落札者の負担とす

る。 

（７） この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの

である。 

（８） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

北九州市技術監理局契約部契約課 

〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

電話 ０９３－５８２－２０１７ 

８ Summary 

  （ １ ）  Product and Quantity  

    Desks and chairs for students   

   Forecasted Quantity: 1 unit （3,000desks; 3,000chairs） 

  （ ２ ）  Deadline for the submission of tender  

    For tenders via the electronic bidding system:                

   2:00p.m., March 10, 2021  

    For tenders submitted by mail:                  
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    5:00p.m., March 9, 2021       

  （ ３ ）   For further information, please contact: Contracts Division,  

    Contracts Department, Engineering Supervision Bureau, City of Kitakyushu  

19



工事名 北九州市工業用水道送水管布設替工事（２－１工区）
工事場所 北九州市八幡西区竹末一丁目地内ほか
工事内容 鋳鉄管据付工　内径７００ミリメートル　３０４．７メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から２４０日間
予定価格 ８，４７９万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

平成２７年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
水道施設工事又は土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の
構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実
績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で令和３年１月２５
日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこ
と。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 令和３年２月２４日　午前９時２０分

最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

９　その他
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  北九州市上下水道局長　中　西　満　信

公告する。
　　令和３年１月２７日

期間

（２）　令和３年２月２日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から令和３年２月１日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

適用しない。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

実績

北九州市上下水道局公告第６号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　令和３年２月１８日及び同月１９日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年２月２２日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 
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注５　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
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工事名 蜷田若園二丁目配水管布設替工事
工事場所 北九州市小倉南区蜷田若園二丁目地内
工事内容 鋳鉄管据付工　内径１００ミリメートル　２６７．６メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から１７０日間
予定価格 ２，５５２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

平成２７年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
水道施設工事又は土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の
構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実
績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で令和３年１月２５
日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこ
と。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 令和３年２月２４日　午前９時２５分

最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号
　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

適用しない。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

実績

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

北九州市上下水道局公告第７号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  北九州市上下水道局長　中　西　満　信

公告する。
　　令和３年１月２７日

期間

（２）　令和３年２月２日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から令和３年２月１日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

（１）　令和３年２月１８日及び同月１９日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年２月２２日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

９　その他

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
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注５　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
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北九州市選挙管理委員会告示第４号 

 北九州市議会議員一般選挙を､次のように行う。 

  令和３年１月２２日 

                      北九州市選挙管理委員会 

委員長 富 増 健 次 

１ 選挙の期日 令和３年１月３１日 

２ 選挙すべき議員の数 

選挙区名 定数 

門司区選挙区 ６人

小倉北区選挙区 １１人

小倉南区選挙区 １２人

若松区選挙区 ５人

八幡東区選挙区 ４人

八幡西区選挙区 １５人

戸畑区選挙区 ４人
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北九州市選挙管理委員会告示第５号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙における繰上投票を行

う地域及びその期日を、次のように定める。 

  令和３年１月２２日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 富 増 健 次 

１ 繰上投票を行う地域 小倉北区第１４投票区 

２ 繰上投票を行う期日 令和３年１月２９日 

25



北九州市選挙管理委員会告示第６号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙における各選挙区の選

挙長及びその職務を代理すべき者を、次のように選任する。 

  令和３年１月２２日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 富 増 健 次 

選挙区名
選挙長 同左の職務を代理すべき者 

住所 氏名 住所 氏名 

門司区 

選挙区 

北 九 州 市 門 司

区 東 門 司 二 丁

目３番１５号 

遠山義則 

北九州市小倉

北区木町一丁

目２番１－１

５０１号 

権藤久典 

小倉北区

選挙区 

北 九 州 市 小 倉

北 区 赤 坂 二 丁

目１８番３３-

３０２号 

花田慶一郎 

北九州市小倉

北区片野新町

二丁目３番８

号 

津崎直俊 

小倉南区

選挙区 

北 九 州 市 小 倉

南 区 朽 網 東 一

丁 目 １ ５ 番 １

５号 

齊藤敏尋 

北九州市小倉

南区長行西三

丁目２３番５

７号 

藤嶋昌彦 

若松区 

選挙区 

北 九 州 市 若 松

区 ひ び き の 南

二 丁 目 ８ 番 １

３号 

木下秀雄 

北九州市小倉

南区志徳一丁

目 1 番３３－

２０１号 

中川恵介 

八幡東区

選挙区 

北 九 州 市 八 幡

東 区 荒 手 二 丁

目５番３号 

黒野まゆみ 

北九州市八幡

西区岡田町９

番１４－１０

０５号 

中畑和則 

八幡西区

選挙区 

北 九 州 市 八 幡

西 区 東 川 頭 町

７番１２号 

井関 貢 

北九州市八幡

東区清田四丁

目１７番６号 

花田隆一 

戸畑区 

選挙区 

北 九 州 市 戸 畑

区 土 取 町 ８ 番

２ ０ － ７ ０ ５

号 

佐々木正明 

北九州市小倉

北区篠崎五丁

目２８番３４

号 

稗田猛典 
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北九州市選挙管理委員会告示第７号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙における選挙長の事務

を行う場所を、次のように定める。 

  令和３年１月２２日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 富 増 健 次 

１ 選挙長の事務（立候補届の受付を除く。）を行う場所 

選挙区名 場 所 

門司区選挙区 
北九州市門司区清滝一丁目１番１号 門司区役所内

北九州市門司区選挙管理委員会事務局 

小倉北区選挙区 
北九州市小倉北区大手町１番１号 小倉北区役所内

北九州市小倉北区選挙管理委員会事務局 

小倉南区選挙区 
北九州市小倉南区若園五丁目１番２号 小倉南区役

所内 北九州市小倉南区選挙管理委員会事務局 

若松区選挙区 
北九州市若松区浜町一丁目１番１号 若松区役所内

北九州市若松区選挙管理委員会事務局 

八幡東区選挙区 
北九州市八幡東区中央一丁目１番１号 八幡東区役

所内 北九州市八幡東区選挙管理委員会事務局 

八幡西区選挙区 
北九州市八幡西区黒崎三丁目１５番３号 八幡西区

役所内 北九州市八幡西区選挙管理委員会事務局 

戸畑区選挙区 
北九州市戸畑区千防一丁目１番１号 戸畑区役所内

北九州市戸畑区選挙管理委員会事務局 

２ 立候補届の受付を行う場所 

選挙区名 場 所           

門司区選挙区 
北九州市門司区清滝一丁目１番１号  

門司区役所 大会議室 

小倉北区選挙区 
北九州市小倉北区大手町１番１号  

小倉北区役所 ８１２会議室 

小倉南区選挙区 
北九州市小倉南区若園五丁目１番２号  

小倉南区役所 大会議室 

若松区選挙区 
北九州市若松区浜町一丁目１番１号  

若松区役所 ３０３会議室 

八幡東区選挙区 
北九州市八幡東区中央一丁目１番１号  

八幡東区役所 大会議室 

八幡西区選挙区 
北九州市八幡西区黒崎三丁目１５番３号 

八幡西区役所 ６０２会議室 

戸畑区選挙区 
北九州市戸畑区千防一丁目１番１号  

戸畑区役所 大会議室 
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北九州市選挙管理委員会告示第８号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙における選挙会の場所

及び日時を、次のように定める。 

  令和３年１月２２日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 富 増 健 次 

１ 場所 

選挙区名 場 所 

門司区選挙区 
北九州市門司区高田一丁目２０番１号  

門司体育館 

小倉北区選挙区 
北九州市小倉北区三郎丸三丁目４番１号 

小倉北体育館 

小倉南区選挙区 
北九州市小倉南区日の出町二丁目５番１号 

小倉南体育館 

若松区選挙区 
北九州市若松区古前一丁目１番１号   

若松体育館 

八幡東区選挙区 
北九州市八幡東区中央三丁目９番６号  

八幡東体育館 

八幡西区選挙区 
北九州市八幡西区的場町１番２号     

的場池体育館 

戸畑区選挙区 
北九州市戸畑区浅生二丁目１番１号   

浅生スポーツセンター 

２ 日時 令和３年１月３１日 午後９時１５分から 
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北九州市選挙管理委員会告示第９号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙における開票事務は、

選挙会事務に合わせて行う｡ 

  令和３年１月２２日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 富 増 健 次 

29



北九州市選挙管理委員会告示第１０号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙における各選挙区の候

補者１人につき支出することができる選挙運動に関する支出金額の制限額は、

次のとおりである。 

  令和３年１月２２日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 富 増 健 次 

選挙区名 選挙運動に関する支出金額の制限額 

門司区選挙区 ５，７５３，０００円

小倉北区選挙区 ５，７７２，５００円

小倉南区選挙区 ５，８７４，４００円

若松区選挙区 ５，７４２，５００円

八幡東区選挙区 ５，７９１，３００円

八幡西区選挙区 ５，７８８，８００円

戸畑区選挙区 ５，５０７，９００円
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北九州市議会議員一般選挙門司区選挙区選挙長告示第１号 

令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙につき、本選挙区にお

いて別記のように候補者の届出があった。 

令和３年１月２２日 

北九州市議会議員一般選挙門司区選挙区

選挙長 遠 山 義 則
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北九州市議会議員一般選挙小倉北区選挙区選挙長告示第１号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙につき、本選挙区にお

いて別記のように候補者の届出があった。 

  令和３年１月２２日 

              北九州市議会議員一般選挙小倉北区選挙区   

                      選挙長 花 田 慶一郎 

33



34



35



36



北九州市議会議員一般選挙小倉南区選挙区選挙長告示第１号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙につき、本選挙区にお

いて別紙のように候補者の届出があった。 

  令和３年１月２２日 

              北九州市議会議員一般選挙小倉南区選挙区 

                      選挙長 齊 藤 敏 尋 
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北九州市議会議員一般選挙若松区選挙区選挙長告示第１号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙につき、本選挙区にお

いて別記のように候補者の届出があった。 

  令和３年１月２２日 

               北九州市議会議員一般選挙若松区選挙区 

                      選挙長 木下 秀雄 
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北九州市議会議員一般選挙八幡東区選挙区選挙長告示第１号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙につき、本選挙区にお

いて別記のように候補者の届出があった。 

  令和３年１月２２日 

             北九州市議会議員一般選挙八幡東区選挙区 

                      選挙長 黒野 まゆみ 
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北九州市議会議員一般選挙八幡西区選挙区選挙長告示第１号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙につき、本選挙区にお

いて別記のように候補者の届出があった。 

  令和３年１月２２日 

              北九州市議会議員一般選挙八幡西区選挙区 

                       選挙長 井 関  貢 
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北九州市議会議員一般選挙戸畑区選挙区選挙長告示第１号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙につき、本選挙区にお

いて別記のように候補者の届出があった。 

  令和３年１月２２日 

北九州市議会議員一般選挙戸畑区選挙区 

選挙長 佐 々 木 正 明 
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北九州市議会議員一般選挙門司区選挙区選挙長告示第２号 

令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙につき、本選挙区にお

いて候補者からの届出のあった選挙立会人となるべき者が１０人を超えるとき

、又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が３人以

上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のように定める。 

令和３年１月２２日 

北九州市議会議員一般選挙門司区選挙区

選挙長 遠 山 義 則

１ 場所 北九州市門司区清滝一丁目１番１号 

     門司区役所内 

     北九州市門司区選挙管理委員会事務局 

２ 日時 令和３年１月２８日 午後５時１０分から 
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北九州市議会議員一般選挙小倉北区選挙区選挙長告示第２号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙につき、本選挙区にお

いて候補者からの届出のあった選挙立会人となるべき者が１０人を超えるとき、

又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が３人以上

あるときのくじを行う場所及び日時を、次のように定める。 

  令和３年１月２２日 

              北九州市議会議員一般選挙小倉北区選挙区 

                      選挙長 花 田 慶一郎 

１ 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

     小倉北区役所内 

     北九州市小倉北区選挙管理委員会事務局 

２ 日時 令和３年１月２８日 午後５時１０分から 
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北九州市議会議員一般選挙小倉南区選挙区選挙長告示第２号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙につき、本選挙区にお

いて候補者からの届出のあった選挙立会人となるべき者が１０人を超えるとき

、又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が３人以

上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のように定める。 

  令和３年１月２２日 

              北九州市議会議員一般選挙小倉南区選挙区 

                      選挙長 齊 藤 敏 尋 

１ 場所 北九州市小倉南区若園五丁目１番２号 

     小倉南区役所内 

     北九州市小倉南区選挙管理委員会事務局 

２ 日時 令和３年１月２８日 午後５時１０分から 
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北九州市議会議員一般選挙若松区選挙区選挙長告示第２号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙につき、本選挙区にお

いて候補者からの届出のあった選挙立会人となるべき者が１０人を超えるとき

、又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が３人以

上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のように定める。 

  令和３年１月２２日 

               北九州市議会議員一般選挙若松区選挙区 

                      選挙長 木下 秀雄 

１ 場所 北九州市若松区浜町一丁目１番１号 

     若松区役所内 

     北九州市若松区選挙管理委員会事務局 

２ 日時 令和３年１月２８日 午後５時１０分から 
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北九州市議会議員一般選挙八幡東区選挙区選挙長告示第２号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙につき、本選挙区にお

いて候補者からの届出のあった選挙立会人となるべき者が１０人を超えるとき

、又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が３人以

上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のように定める。 

  令和３年１月２２日 

             北九州市議会議員一般選挙八幡東区選挙区 

                      選挙長 黒野 まゆみ 

１ 場所 北九州市八幡東区中央一丁目１番１号 

     八幡東区役所内 

     北九州市八幡東区選挙管理委員会事務局 

２ 日時 令和３年１月２８日 午後５時１０分から 
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北九州市議会議員一般選挙八幡西区選挙区選挙長告示第２号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙につき、本選挙区にお

いて候補者からの届出のあった選挙立会人となるべき者が１０人を超えるとき

、又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が３人以

上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のように定める。 

  令和３年１月２２日 

              北九州市議会議員一般選挙八幡西区選挙区 

                       選挙長 井 関  貢 

１ 場所 北九州市八幡西区黒崎三丁目１５番３号 

     八幡西区役所内 

     北九州市八幡西区選挙管理委員会事務局 

２ 日時 令和３年１月２８日 午後５時１０分から 
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北九州市議会議員一般選挙戸畑区選挙区選挙長告示第２号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙につき、本選挙区にお

いて候補者からの届出のあった選挙立会人となるべき者が１０人を超えるとき

、又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が３人以

上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のように定める。 

  令和３年１月２２日 

北九州市議会議員一般選挙戸畑区選挙区   

選挙長 佐 々 木 正 明 

１ 場所 北九州市戸畑区千防一丁目１番１号 

     戸畑区役所内 

     北九州市戸畑区選挙管理委員会事務局 

２ 日時 令和３年１月２８日 午後５時１０分から 
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北九州市議会議員一般選挙門司区選挙区選挙長告示第３号 

令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙につき、選挙立会人が

定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が

３人以上となった場合のくじを行う場所及び日時を、次のように定める。 

令和３年１月２２日 

北九州市議会議員一般選挙門司区選挙区

選挙長 遠 山 義 則

１ 場所 北九州市門司区清滝一丁目１番１号 

     門司区役所内 

     北九州市門司区選挙管理委員会事務局 

２ 日時 令和３年１月３１日 午後８時００分から 
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北九州市議会議員一般選挙小倉北区選挙区選挙長告示第３号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙につき、選挙立会人が

定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が

３人以上となった場合のくじを行う場所及び日時を、次のように定める。 

  令和３年１月２２日 

              北九州市議会議員一般選挙小倉北区選挙区 

                      選挙長 花 田 慶一郎 

１ 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

     小倉北区役所内 

     北九州市小倉北区選挙管理委員会事務局 

２ 日時 令和３年１月３１日 午後８時００分から 
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北九州市議会議員一般選挙小倉南区選挙区選挙長告示第３号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙につき、選挙立会人が

定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が

３人以上となった場合のくじを行う場所及び日時を、次のように定める。 

  令和３年１月２２日 

              北九州市議会議員一般選挙小倉南区選挙区 

                      選挙長 齊 藤 敏 尋 

１ 場所 北九州市小倉南区若園五丁目１番２号 

     小倉南区役所内 

     北九州市小倉南区選挙管理委員会事務局 

２ 日時 令和３年１月３１日 午後８時００分から 
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北九州市議会議員一般選挙若松区選挙区選挙長告示第３号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙につき、選挙立会人が

定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が

３人以上となった場合のくじを行う場所及び日時を、次のように定める。 

  令和３年１月２２日 

               北九州市議会議員一般選挙若松区選挙区 

                      選挙長 木下 秀雄 

１ 場所 北九州市若松区浜町一丁目１番１号 

     若松区役所内 

     北九州市若松区選挙管理委員会事務局 

２ 日時 令和３年１月３１日 午後８時００分から 
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北九州市議会議員一般選挙八幡東区選挙区選挙長告示第３号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙につき、選挙立会人が

定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が

３人以上となった場合のくじを行う場所及び日時を、次のように定める。 

  令和３年１月２２日 

             北九州市議会議員一般選挙八幡東区選挙区 

                      選挙長 黒野 まゆみ 

１ 場所 北九州市八幡東区中央一丁目１番１号 

     八幡東区役所内 

     北九州市八幡東区選挙管理委員会事務局 

２ 日時 令和３年１月３１日 午後８時００分から 
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北九州市議会議員一般選挙八幡西区選挙区選挙長告示第３号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙につき、選挙立会人が

定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が

３人以上となった場合のくじを行う場所及び日時を、次のように定める。 

  令和３年１月２２日 

              北九州市議会議員一般選挙八幡西区選挙区 

                       選挙長 井 関  貢 

１ 場所 北九州市八幡西区黒崎三丁目１５番３号 

     八幡西区役所内 

     北九州市八幡西区選挙管理委員会事務局 

２ 日時 令和３年１月３１日 午後８時００分から 
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北九州市議会議員一般選挙戸畑区選挙区選挙長告示第３号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙につき、選挙立会人が

定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が

３人以上となった場合のくじを行う場所及び日時を、次のように定める 

  令和３年１月２２日 

北九州市議会議員一般選挙戸畑区選挙区   

選挙長 佐 々 木 正 明 

１ 場所 北九州市戸畑区千防一丁目１番１号 

     戸畑区役所内 

     北九州市戸畑区選挙管理委員会事務局 

２ 日時 令和３年１月３１日 午後８時００分から 
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